
単位：㎡

都道府県 値 順位

全 国 119.07

富 山 県 170.79 1

福 井 県 163.77 2

山 形 県 159.71 3

石 川 県 156.69 4

新 潟 県 153.52 5

三 重 県 131.32 20

埼 玉 県 105.94 43

沖 縄 県 104.95 44

大 阪 府 101.09 45

神奈川県 99.20 46

東 京 都 92.52 47

単位：㎡

市　町 値 順位

いなべ市 166.54 1

伊 賀 市 162.04 2

明 和 町 140.01 3

玉 城 町 139.47 4

東 員 町 138.19 5

菰 野 町 135.13 6

桑 名 市 134.64 7

亀 山 市 133.69 8

津 市 130.65 9

名 張 市 130.57 10

鈴 鹿 市 130.29 11

松 阪 市 128.54 12

伊 勢 市 126.49 13

四日市市 125.77 14

志 摩 市 119.34 15

鳥 羽 市 116.84 16

尾 鷲 市 106.81 17

紀 北 町 106.44 18

熊 野 市 97.91 19

木曽岬町 *** -

朝 日 町 *** -

川 越 町 *** -

多 気 町 *** -

大 台 町 *** -

度 会 町 *** -

大 紀 町 *** -

南伊勢町 *** -

御 浜 町 *** -

紀 宝 町 *** -

67 専用住宅１住宅当たり延べ面積（持ち家）

● 専用住宅１住宅当たり延べ面積（持ち家） 平成30年10月1日

平成30年10月1日現在の三重県の専用住宅1住宅当たり延べ面
積は131.3２㎡で、全国順位は20位となっています。全国的に
は日本海側の各県が広くなっています。

県内では、いなべ市、伊賀市は160㎡以上と広く、熊野市は

100㎡以下となっています。

【資料出所】
総務省統計局「住宅・土地統計調査」

【備考】
市町のデータについては，市及び人口１万５千人以上の町のみ公表

（以上） 　（未満）

160 ～

140 ～ 160

120 ～ 140

100 ～ 120

～ 100

【単位：㎡】

（以上） 　（未満）

160 ～

140 ～ 160

120 ～ 140

100 ～ 120

～ 100

※空白は非公表

【単位：㎡】

 

 



単位：％

都道府県 値 順位

全 国 61.2

秋 田 県 77.3 1

富 山 県 76.8 2

山 形 県 74.9 3

福 井 県 74.9 4

岐 阜 県 74.3 5

三 重 県 72.0 9

北 海 道 56.3 43

大 阪 府 54.7 44

福 岡 県 52.8 45

東 京 都 45.0 46

沖 縄 県 44.4 47

単位：％

市　町 値 順位

玉 城 町 89.3 1

東 員 町 86.4 2

志 摩 市 86.3 3

明 和 町 85.7 4

紀 北 町 82.6 5

名 張 市 82.0 6

熊 野 市 79.5 7

鳥 羽 市 79.5 8

尾 鷲 市 79.0 9

菰 野 町 77.7 10

伊 勢 市 77.1 11

いなべ市 77.0 12

桑 名 市 73.6 13

伊 賀 市 72.8 14

亀 山 市 72.5 15

松 阪 市 70.9 16

津 市 69.1 17

鈴 鹿 市 65.9 18

四日市市 62.5 19

木曽岬町 *** -

朝 日 町 *** -

川 越 町 *** -

多 気 町 *** -

大 台 町 *** -

度 会 町 *** -

大 紀 町 *** -

南伊勢町 *** -

御 浜 町 *** -

紀 宝 町 *** -

68 持ち家率

● 持ち家率 平成30年10月1日

【資料出所】
総務省統計局「住宅・土地統計調査」

【算出方法】
持ち家数÷住宅総数×100

【備考】
市町のデータについては，市及び人口１万５千人以上の町のみ公表

平成30年10月1日現在の三重県の持ち家率は72.0％で、全国
順位は9位となっています。
県内では、玉城町、東員町等6市町が８0％を上回っています。

一方、四日市市、鈴鹿市、津市の３市は70％未満と低くなってい
ます。

 （以上） 　（未満）

80 ～

75 ～ 80

70 ～ 75

65 ～ 70

60 ～ 65

※空白は非公表

　 【単位：％】

　（以上） 　（未満）

75 ～ 80

70 ～ 75

65 ～ 70

60 ～ 65

～ 60

　 【単位：％】

 

 



単位：％

都道府県 値 順位

全 国 62.3

富 山 県 78.1 1

秋 田 県 78.0 2

福 井 県 75.7 3

山 形 県 75.0 4

新 潟 県 74.6 5

三 重 県 73.8 8

北 海 道 56.8 43

大 阪 府 56.3 44

福 岡 県 53.8 45

沖 縄 県 48.6 46

東 京 都 47.7 47

単位：％

市　町 値 順位

南伊勢町 95.2 1

度 会 町 94.5 2

大 紀 町 93.6 3

多 気 町 93.0 4

大 台 町 89.1 5

木曽岬町 88.6 6

東 員 町 87.9 7

明 和 町 87.8 8

御 浜 町 87.5 9

志 摩 市 86.8 10

玉 城 町 85.7 11

紀 北 町 85.1 12

鳥 羽 市 82.5 13

紀 宝 町 81.7 14

菰 野 町 81.3 15

名 張 市 81.3 16

熊 野 市 80.8 17

尾 鷲 市 79.4 18

いなべ市 77.9 19

伊 賀 市 76.4 20

伊 勢 市 75.9 21

桑 名 市 73.9 22

朝 日 町 73.7 23

松 阪 市 72.9 24

津 市 71.8 25

亀 山 市 70.8 26

鈴 鹿 市 68.7 27

四日市市 65.6 28

川 越 町 56.0 29

 

69 持ち家に住む一般世帯の割合

● 持ち家に住む一般世帯の割合 平成27年10月1日

【資料出所】
総務省統計局「国勢調査」

【算出方法】
持ち家に住む一般世帯÷住宅に住む一般世帯×100

平成27年10月１日現在の三重県の一般世帯のうち持ち家に住
む世帯の割合は73.8％で、全国順位は8位となっています。
県内では、南伊勢町、度会町、大紀町の順に高く、4町が90％

を上回っています。一方、川越町、四日市市、鈴鹿市は低く、
70％以下となっています。

 （以上） 　（未満）

90 ～

80 ～ 90

70 ～ 80

60 ～ 70

50 ～ 60

　 【単位：％】

　（以上） 　（未満）

70 ～ 80

60 ～ 70

50 ～ 60

～ 50

　 【単位：％】

 



単位：円

都道府県 値 順位

全 国 1,343

東 京 都 2,271 1

神奈川県 1,669 2

大 阪 府 1,429 3

京 都 府 1,393 4

埼 玉 県 1,383 5

三 重 県 965 28

秋 田 県 900 43

鹿児島県 896 44

宮 崎 県 885 45

愛 媛 県 882 46

青 森 県 808 47

単位：円

市　町 値 順位

四日市市 1,112 1

亀 山 市 1,005 2

津 市 991 3

菰 野 町 987 4

松 阪 市 985 5

名 張 市 983 6

桑 名 市 955 7

鈴 鹿 市 948 8

いなべ市 929 9

伊 勢 市 902 10

東 員 町 897 11

伊 賀 市 857 12

玉 城 町 764 13

明 和 町 755 14

熊 野 市 665 15

鳥 羽 市 611 16

志 摩 市 587 17

尾 鷲 市 488 18

紀 北 町 407 19

木曽岬町 *** -

朝 日 町 *** -

川 越 町 *** -

多 気 町 *** -

大 台 町 *** -

度 会 町 *** -

大 紀 町 *** -

南伊勢町 *** -

御 浜 町 *** -

紀 宝 町 *** -

70 民営賃貸住宅の平均家賃

● 民営賃貸住宅の平均家賃（1か月・1㎡当たり）平成30年10月1日

【資料出所】
総務省統計局「住宅・土地統計調査」

【備考】
・敷金・権利金・礼金や共益費・管理費などは含まない。
・市町のデータについては，市及び人口１万５千人以上の町のみ公表

平成30年10月１日現在の三重県の民営賃貸住宅の平均家賃
（1か月・1㎡当たり）は965円で、全国順位は28位となって
います。

県内では四日市市、亀山市、津市の順に高く、一方、紀北町、

尾鷲市、志摩市等は安くなっています。

（以上）　 （未満）

1,500 ～

1,300 ～ 1,500

1,100 ～ 1,300

900 ～ 1,100

700 ～ 900

　　 【単位：円】

 

（以上）   （未満）

1,100 ～ 1,300

900 ～ 1,100

700 ～ 900

～ 700

※空白は非公表

　　 【単位：円】

 



単位：％

都道府県 値 順位

全 国 98.0

東 京 都 100.0 1

大 阪 府 100.0 2

沖 縄 県 100.0 3

神奈川県 99.9 4

愛 知 県 99.9 5

三 重 県 99.6 9

富 山 県 93.2 43

愛 媛 県 93.2 44

大 分 県 91.9 45

秋 田 県 91.4 46

熊 本 県 87.8 47

単位：％

市　町 値 順位

四日市市 100.0 1

木曽岬町 100.0 1

朝 日 町 100.0 1

川 越 町 100.0 1

明 和 町 100.0 1

大 紀 町 100.0 1

桑 名 市 100.0 7

いなべ市 100.0 8

南伊勢町 99.9 9

尾 鷲 市 99.9 10

紀 北 町 99.9 11

菰 野 町 99.9 12

鳥 羽 市 99.9 13

鈴 鹿 市 99.9 14

亀 山 市 99.9 15

度 会 町 99.9 16

玉 城 町 99.7 17

東 員 町 99.7 18

津 市 99.6 19

名 張 市 99.6 20

伊 勢 市 99.5 21

伊 賀 市 99.5 22

松 阪 市 99.1 23

大 台 町 99.0 24

志 摩 市 98.5 25

多 気 町 97.6 26

熊 野 市 97.2 27

紀 宝 町 97.1 28

御 浜 町 96.8 29

 

 

71 水道普及率

● 水道普及率 平成30年3月31日

【資料出所】
全国・都道府県：厚生労働省「水道の基本統計」
三重県市町：三重県環境生活部大気・水環境課「三重県の水道概況」

【備考】
水道普及率＝現在給水人口÷(行政区域内)総人口
福島県の一部市町村において、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による災害、避難

指示等の影響で計上されていないデータがある。

平成30年3月3１日現在の三重県の水道普及率は99.6％で、全
国順位は9位となっています。
県内では、四日市市、木曽岬町等８市町が100.0％となってい

ます。一方、御浜町、紀宝町、熊野市等で低くなっています。

　（以上）  （未満）

98 ～ 100

96 ～ 98

94 ～ 96

92 ～ 94

90 ～ 92

～ 90

  　【単位：％】

　（以上）  （未満）

100

99 ～ 100

98 ～ 99

97 ～ 98

～ 97

   　【単位：％】



単位：％

都道府県 値 順位

全 国 13.6

山 梨 県 21.3 1

和歌山県 20.3 2

長 野 県 19.6 3

徳 島 県 19.5 4

高 知 県 19.1 5

三 重 県 15.2 21

愛 知 県 11.3 43

神奈川県 10.8 44

東 京 都 10.6 45

沖 縄 県 10.4 46

埼 玉 県 10.2 47

単位：％

市　町 値 順位

熊 野 市 30.6 1

尾 鷲 市 27.1 2

鳥 羽 市 27.0 3

紀 北 町 26.3 4

志 摩 市 24.8 5

伊 賀 市 18.4 6

津 市 17.0 7

松 阪 市 16.4 8

伊 勢 市 15.2 9

名 張 市 14.2 10

亀 山 市 12.5 11

いなべ市 12.2 12

四日市市 12.1 13

菰 野 町 11.6 14

桑 名 市 11.0 15

鈴 鹿 市 10.7 16

玉 城 町 9.6 17

明 和 町 8.6 18

東 員 町 6.3 19

木曽岬町 *** -

朝 日 町 *** -

川 越 町 *** -

多 気 町 *** -

大 台 町 *** -

度 会 町 *** -

大 紀 町 *** -

南伊勢町 *** -

御 浜 町 *** -

紀 宝 町 *** -

 

72 空き家率

● 空き家率 平成30年10月1日

【資料出所】
総務省統計局「住宅・土地統計調査」

【算出方法】
空き家数÷総住宅数×100

【備考】
市町のデータについては，市及び人口１万５千人以上の町のみ公表

平成30年10月1日現在の三重県の空き家率は15.2％で、全国
順位は21位となっています。
県内では、熊野市、尾鷲市、鳥羽市等5市町が20％を上回って

います。一方、東員町、明和町、玉城町の３町は10％未満と低く
なっています。

 （以上） 　（未満）

25 ～

20 ～ 25

15 ～ 20

10 ～ 15

～ 10

※空白は非公表

　 【単位：％】

 

　（以上） 　（未満）

20 ～ 25

15 ～ 20

10 ～ 15

　 【単位：％】



単位：％

都道府県 値 順位

全 国 4.08

佐 賀 県 9.36 1

長 野 県 8.52 2

宮 崎 県 7.95 3

山 梨 県 7.84 4

栃 木 県 7.79 5

三 重 県 6.33 13

青 森 県 2.11 43

新 潟 県 1.81 44

秋 田 県 1.75 45

東 京 都 1.36 46

北 海 道 1.29 47

単位：％

市　町 値 順位

菰 野 町 11.78 1

玉 城 町 11.26 2

東 員 町 10.83 3

亀 山 市 10.36 4

明 和 町 9.89 5

いなべ市 7.39 6

鈴 鹿 市 6.48 7

伊 勢 市 6.44 8

津 市 6.40 9

名 張 市 6.38 10

伊 賀 市 6.13 11

桑 名 市 5.92 12

松 阪 市 5.77 13

四日市市 5.20 14

紀 北 町 4.31 15

志 摩 市 4.02 16

鳥 羽 市 3.51 17

尾 鷲 市 3.34 18

熊 野 市 2.53 19

木曽岬町 *** -

朝 日 町 *** -

川 越 町 *** -

多 気 町 *** -

大 台 町 *** -

度 会 町 *** -

大 紀 町 *** -

南伊勢町 *** -

御 浜 町 *** -

紀 宝 町 *** -

73 住宅の太陽光発電設置率

● 住宅の太陽光発電設置率 平成30年10月1日

【資料出所】
総務省統計局「住宅・土地統計調査」

【算出方法】
太陽光を利用した発電機器設置住宅数÷住宅総数×100

【備考】
市町のデータについては，市及び人口１万５千人以上の町のみ公表

平成30年10月1日現在の三重県の住宅の太陽光発電設置率は
6.33％で、全国順位は13位となっています。全国的には九州、
甲信の各県で設置率が高くなっています。
県内では、菰野町、玉城町、東員町の順に高く、熊野市、尾鷲

市、鳥羽市等は低くなっています。

 

 

　（以上）  （未満）

8.0 ～ 10.0

6.0 ～ 8.0

4.0 ～ 6.0

2.0 ～ 4.0

～ 2.0

　 【単位：％】

　（以上）  （未満）

10.0 ～

8.0 ～ 10.0

6.0 ～ 8.0

4.0 ～ 6.0

2.0 ～ 4.0

※空白は非公表

　 【単位：％】



単位：％

都道府県 値 順位

全 国 91.4

東 京 都 99.8 1

兵 庫 県 98.9 2

滋 賀 県 98.7 3

京 都 府 98.2 4

神奈川県 98.1 5

三 重 県 85.3 30

香 川 県 77.7 43

大 分 県 76.9 44

高 知 県 73.8 45

和歌山県 65.1 46

徳 島 県 61.8 47

単位：％

市町 値 順位

木曽岬町 100.0 1

朝 日 町 99.7 2

いなべ市 99.7 3

川 越 町 99.7 4

東 員 町 99.4 5

名 張 市 98.9 6

玉 城 町 98.1 7

多 気 町 94.9 8

鈴 鹿 市 92.8 9

四日市市 91.5 10

菰 野 町 90.1 11

桑 名 市 90.1 12

松 阪 市 88.4 13

亀 山 市 88.2 14

津 市 86.3 15

伊 賀 市 79.1 16

伊 勢 市 76.8 17

南伊勢町 74.1 18

明 和 町 74.0 19

大 台 町 67.0 20

度 会 町 63.5 21

御 浜 町 59.7 22

志 摩 市 55.4 23

紀 宝 町 55.2 24

大 紀 町 46.9 25

鳥 羽 市 41.2 26

熊 野 市 38.0 27

尾 鷲 市 36.2 28

紀 北 町 34.1 29

74 汚水処理人口普及率

● 汚水処理人口普及率 平成30年度末

【資料出所】 全国・都道府県：国土交通省水管理・国土保全局「都道府県別汚水処理人口普及状況」
三重県市町：三重県県土整備部下水道事業課「みえの下水道」

【備考】
汚水処理人口普及率は、汚水処理人口（下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の整備人口）を総人口（住民

基本台帳人口）で除した割合。
福島県において、東日本大震災の影響により調査不能な市町村を除いた集計データを用いている。

平成30年度末の三重県の汚水処理人口普及率は85.3％で、全
国順位は30位となっています。
県内では、木曽岬町、朝日町等５市町が99％以上と高く、一

方、紀北町、尾鷲市等は低くなっています。

　（以上） 　（未満）

90 ～

80 ～ 90

70 ～ 80

60 ～ 70

50 ～ 60

40 ～ 50

～ 40

  　【単位：％】

　（以上） 　（未満）

95 ～

90 ～ 95

85 ～ 90

80 ～ 85

75 ～ 80

70 ～ 75

～ 70

  　【単位：％】

 

 



単位：g/人日

都道府県 値 順位

全 国 920

鳥 取 県 1,050 1

富 山 県 1,044 2

福 島 県 1,042 3

新 潟 県 1,017 4

青 森 県 1,002 5

三 重 県 943 23

神奈川県 858 43

埼 玉 県 858 44

京 都 府 843 45

滋 賀 県 830 46

長 野 県 817 47

単位：g/人日

市　町 値 順位

鳥 羽 市 1,368 1

紀 北 町 1,202 2

多 気 町 1,158 3

伊 勢 市 1,131 4

熊 野 市 1,035 5

志 摩 市 1,024 6

尾 鷲 市 1,022 7

亀 山 市 1,015 8

津 市 1,008 9

南伊勢町 985 10

松 阪 市 967 11

玉 城 町 953 12

四日市市 948 13

鈴 鹿 市 939 14

桑 名 市 924 15

大 台 町 888 16

明 和 町 861 17

大 紀 町 840 18

菰 野 町 795 19

紀 宝 町 791 20

度 会 町 785 21

伊 賀 市 783 22

東 員 町 759 23

いなべ市 756 24

名 張 市 734 25

御 浜 町 683 26

木曽岬町 628 27

川 越 町 573 28

朝 日 町 543 29

75 ごみ総排出量

● ごみ総排出量（１人１日当たり） 平成29年度

【資料出所】
環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」

平成29年度の三重県の1人1日当たりごみ総排出量は943グラ
ムで、全国順位は23位となっています。
県内では鳥羽市、紀北町、多気町の順に多く、一方、朝日町、

川越町、木曽岬町等は少なくなっています。

（以上）    　（未満）

1,100 ～

1,000 ～ 1,100

900 ～ 1,000

800 ～ 900

700 ～ 800

～ 700

【単位：ｇ/人日】

（以上）   （未満）

1,000 ～

950 ～ 1,000

900 ～ 950

850 ～ 900

～ 850

　　【単位：ｇ/人日】

 

 



単位：％

都道府県 値 順位

全 国 20.2

鳥 取 県 31.2 1

山 口 県 30.8 2

岡 山 県 29.6 3

三 重 県 27.2 4

埼 玉 県 24.9 5

山 形 県 14.7 43

石 川 県 14.4 44

大 阪 府 13.4 45

福 島 県 13.3 46

和歌山県 12.4 47

単位：％

市　町 値 順位

東 員 町 64.4 1

木曽岬町 63.8 2

大 台 町 63.0 3

御 浜 町 61.3 4

紀 宝 町 60.6 5

桑 名 市 60.3 6

紀 北 町 59.9 7

大 紀 町 59.7 8

伊 賀 市 54.8 9

熊 野 市 34.5 10

亀 山 市 33.0 11

多 気 町 30.7 12

菰 野 町 29.5 13

いなべ市 28.5 14

伊 勢 市 25.1 15

尾 鷲 市 24.4 16

明 和 町 23.1 17

津 市 22.3 18

鈴 鹿 市 21.8 19

川 越 町 21.7 20

度 会 町 21.5 21

玉 城 町 21.4 22

朝 日 町 21.2 23

四日市市 21.0 24

志 摩 市 17.2 25

南伊勢町 15.6 26

松 阪 市 11.4 27

鳥 羽 市 11.3 28

名 張 市 9.0 29

 

76 ごみのリサイクル率

● ごみのリサイクル率 平成29年度

【資料出所】
環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」

【備考】
ごみのリサイクル率（リサイクル率 R）：(直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量)÷(ごみ処理

量＋集団回収量)×100

平成29年度の三重県のごみのリサイクル率は27.2％で、全国
4位となっています。
県内では、東員町、木曽岬町、大台町等、ごみ固形燃料発電用

にごみのRDF化を行っている市町が特に高くなっています。

　（以上） 　（未満）

30 ～

25 ～ 30

20 ～ 25

15 ～ 20

～ 15

   　【単位：％】

　（以上） 　（未満）

60 ～

50 ～ 60

40 ～ 50

30 ～ 40

20 ～ 30

～ 20

  　【単位：％】

 



単位：台

都道府県 値 順位

全 国 1.05

福 井 県 1.74 1

富 山 県 1.68 2

山 形 県 1.67 3

群 馬 県 1.62 4

栃 木 県 1.60 5

三 重 県 1.46 15

兵 庫 県 0.91 43

京 都 府 0.82 44

神奈川県 0.71 45

大 阪 府 0.64 46

東 京 都 0.43 47

単位：台

市　町 値 順位

度 会 町 1.88 1

玉 城 町 1.85 2

多 気 町 1.83 3

いなべ市 1.76 4

東 員 町 1.73 5

木曽岬町 1.66 6

菰 野 町 1.66 7

明 和 町 1.65 8

亀 山 市 1.58 9

鈴 鹿 市 1.55 10

伊 賀 市 1.50 11

松 阪 市 1.47 12

伊 勢 市 1.46 13

朝 日 町 1.44 14

津 市 1.43 15

四日市市 1.42 16

桑 名 市 1.41 17

川 越 町 1.41 18

大 台 町 1.40 19

志 摩 市 1.37 20

名 張 市 1.37 21

大 紀 町 1.32 22

鳥 羽 市 1.29 23

紀 宝 町 1.26 24

南伊勢町 1.24 25

紀 北 町 1.19 26

御 浜 町 1.16 27

尾 鷲 市 1.10 28

熊 野 市 1.08 29

77 自家用乗用車保有台数

● 自家用乗用車保有台数（１世帯当たり） 平成31年3月31日

【資料出所】
全国・都道府県：一般財団法人自動車検査登録情報協会
三重県市町：一般社団法人日本自動車販売協会連合会三重県支部「三重県自動車数要覧」

【算出方法】
自家用乗用車保有車両数（乗用軽自動車も含む）÷世帯数
※世帯数は、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」による平成31年1月1日現在の

値

平成31年3月31日現在の三重県の１世帯当たり自家用乗用車
保有台数は1.46台で、全国順位は15位となっています。
県内では、度会町、玉城町、多気町の順に多くなっています。

　（以上）  （未満）

1.6 ～ 1.8

1.4 ～ 1.6

1.2 ～ 1.4

1.0 ～ 1.2

～ 1.0

　 【単位：台】

　（以上）  （未満）

1.8 ～

1.6 ～ 1.8

1.4 ～ 1.6

1.2 ～ 1.4

1.0 ～ 1.2

　 【単位：台】

 

 



単位：km

都道府県 値 順位

全 国 1,215,843

北 海 道 89,693 1

茨 城 県 55,364 2

愛 知 県 50,227 3

長 野 県 47,752 4

埼 玉 県 47,056 5

三 重 県 25,214 21

佐 賀 県 10,949 43

福 井 県 10,863 44

香 川 県 10,201 45

鳥 取 県 8,846 46

沖 縄 県 8,117 47

28

26

17

47

78 道路実延長

● 道路実延長 平成30年4月1日

【資料出所】
国土交通省「道路統計調査」

平成30年4月１日現在の三重県の道路実延長は25,214kmで、全国順位は21位となって

います。

（以上）    　（未満）

50,000 ～

40,000 ～ 50,000

30,000 ～ 40,000

20,000 ～ 30,000

10,000 ～ 20,000

～ 10,000

　　【単位：㎞】

 



単位：㎡

都道府県 値 順位

全 国 10.4

北 海 道 28.8 1

秋 田 県 21.2 2

宮 崎 県 20.4 3

山 形 県 20.3 4

島 根 県 19.7 5

三 重 県 10.3 33

埼 玉 県 6.9 43

千 葉 県 6.8 44

神奈川県 5.5 45

大 阪 府 5.4 46

東 京 都 4.3 47

79 都市公園面積

● 都市公園面積（１人当たり）

【資料出所】
国土交通省「都市公園データベース 都市公園整備現況一覧表」

【算出方法】
都道府県の都市公園面積÷都道府県の都市計画区域人口 （面積、人口とも政令指定都市分を含む）

【備考】
市民緑地、特定地区公園（ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ）は含まない。
東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県、福島県の一部地域は平成21年度末の数値を使用している。

平成30年3月31日現在の三重県の1人当たり都市公園面積は10.3㎡で、全国順位は33位
となっています。

平成30年3月31日

　（以上） 　（未満）

25 ～

20 ～ 25

15 ～ 20

10 ～ 15

～ 10

  　【単位：㎡】

 


